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全
国
健
康
保
険
協
会
「
協
会
け
ん
ぽ
」
の

令
和
二
年
度
の
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率

が
確
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

ま
も
な
く
所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申

告
・
納
付
期
限
と
な
り
ま
す
。
お
済
み
で
な

い
方
は
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
申

告
・
納
付
期
限
が
延
期
に
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。 

・
所
得
税 

令
和
二
年
三
月
十
六
日(

月)  

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方
消
費
税  

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日(

火)  

※
振
替
納
税
ご
利
用
の
場
合
、
所
得
税
の

振
替
日
は
四
月
二
十
一
日(

火)
、
消
費

税
・
地
方
消
費
税
の
振
替
日
は
四
月
二

十
三
日(

木)

で
す
。 

 

国
税
庁
か
ら
昨
年
十
月
に
消
費
税
率
が 

一
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る 

消
費
税
の
納
税
資
金
の
計
画
的
積
み
立
て 

に
か
か
る
お
知
ら
せ
で
す
。 

 

過
去
の
消
費
税
引
き
上
げ
時
に
も
、
納 

税
資
金
の
不
足
が
原
因
と
思
わ
れ
る
滞
納 

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
消
費
税
申 

告
時
に
お
い
て
、
例
年
よ
り
も
多
く
の
税 

額
が
発
生
し
、
納
税
資
金
が
不
足
す
る
こ 

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。 

 

課
税
事
業
者
の
方
は
、
計
画
的
な
納
税 

資
金
の
準
備
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
お 

願
い
し
ま
す
。 

従
業
員
の
雇
用
条
件
が
、
①
継
続
し
て

三
十
一
日
以
上
、
②
週
二
十
時
間
以
上
、

働
く
人
が
加
入
対
象
と
な
っ
て
い
る
雇
用

保
険
で
す
が
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

「
雇
用
保
険
料
」
の
納
付
対
象
者
が
雇
用

保
険
加
入
者
「
全
員
」
と
な
り
ま
す
。 

【
現
行
】 

六
十
五
歳
以
上
の
労
働
者
も
雇
用
保
険

の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
経
過
措
置
と
し

て
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
令
和

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
高
年

齢
労
働
者
（
保
険
年
度
の
四
月
一
日
に
お

い
て
満
六
十
四
歳
以
上
で
あ
る
労
働
者
で

あ
っ
て
、
雇
用
保
険
の
一
般
被
保
険
者
と

な
っ
て
い
る
方
）
に
関
す
る
雇
用
保
険
料

は
免
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

【
令
和
二
年
四
月
一
日
以
降
】 

 

六
十
五
歳
以
上
の
高
年
齢
者
に
つ
い
て

も
、
他
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
と
同
様
に

雇
用
保
険
料
の
納
付
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
雇
用
保
険
料
を
徴
収
す
る
際
は
ご
注

意
願
い
ま
す
。 

商
工
会
に
「
労
働
保
険
」
の
事
務
委
託

を
さ
れ
て
い
る
会
員
事
業
所
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
前
年
度
保
険
料
の
確
定
精
算
と

次
年
度
概
算
保
険
料
算
定
の
た
め
の
「
年

度
更
新
」
手
続
き
が
必
要
で
す
。 

労
働
保
険
の
保
険
料
計
算
は
、
毎
年
四

月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
一
年
間
に
従
業

員
に
支
払
っ
た
給
料
額
、
建
設
業
等
の
労

災
保
険
に
つ
い
て
は
同
期
間
に
完
了
し
た

元
請
工
事
金
額
に
基
づ
い
て
算
定
し
、
保

険
料
を
精
算
・
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。
今
月
末
が
年
度
末
と
な
り

ま
す
の
で
、
関
係
書
類(

従
業
員
給
料
の
賃

金
台
帳
や
工
事
の
請
負
契
約
書
等)

の
作

成
・
整
備
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、「
年
度
更
新
」
の
関
係
書
類
は
、

変更時期 

令和２年 

３月分から 

（４月納付分） 

≪参考≫ 

令和２年 

２月分まで 

（３月納付分） 

介護保険第 2号被保険

者に該当しない場合 

（40歳未満、65歳以上

～74歳未満） 

９．５８％ 

（△０．０５％） 
９．６３％ 

介護保険第 2号被保険

者に該当する場合 

（40歳以上 65歳未満） 

１１．３７％ 

（＋０．０１％） 
１１．３６％ 

３月の 

花 
 

ボケ 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第237号 

小須戸 

商工会 

「
労
働
保
険
」
年
度
更
新
手
続
き
の 

ご
準
備
を
！ 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら 

「
雇
用
保
険
料
」
の
納
付
対
象
者
が 

「
全
員
」
と
な
り
ま
す 

「
協
会
け
ん
ぽ
」
令
和
二
年
度
の 

保
険
料
率
の
確
定
に
つ
い
て 

 

消
費
税
の
納
税
資
金
の 

 
 

 

準
備
は
進
ん
で
い
ま
す
か
？ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ご
紹
介 

ま
も
な
く
令
和
元
年
分 

確
定
申
告
・
納
付
期
限
で
す 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら 

「
働
き
方
」
が
変
わ
り
ま
す
！ 

 

し
て
み
ま
せ
ん
か 
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月
末
に
商
工
会
よ
り
送
付
い
た
し
ま
す
。 

二
〇
一
九
年
四
月
か
ら
年
次
有
給
休
暇

を
毎
年
、
五
日
以
上
取
得
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
る
な
ど
、
働
き
方
改
革
関
連

法
が
順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
令
和
二

年
四
月
一
日
か
ら
は
中
小
企
業
で
も
、「
時

間
外
労
働
」
の
上
限
規
制
の
導
入
、
雇
用
形

態
の
違
い
に
よ
る
不
合
理
な
待
遇
差
が
禁

止
と
な
り
ま
す
。 

【
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
導
入
】 

 
 

                 

【
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規
雇
用
労
働

者
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止
】 

 

同
一
企
業
内
に
お
い
て
、
正
規
雇
用
労 

働
者
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
（
パ
ー
ト
タ 

イ
ム
労
働
者
、
有
期
雇
用
労
働
者
等
）
の
間 

で
、
基
本
給
や
賞
与
な
ど
の
個
々
の
待
遇 

ご
と
に
不
合
理
な
待
遇
差
が
禁
止
さ
れ
ま 

す
。
具
体
的
に
は
、
明
確
な
理
由
が
な
く
、 

職
務
内
容
も
正
社
員
と
変
わ
ら
な
い
に
も 

か
か
わ
ら
ず
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
と
い 

う
だ
け
で
①
基
本
給
を
少
な
く
す
る
、
② 

賞
与
を
払
わ
な
い
、
③
通
勤
手
当
を
払
わ 

な
い
な
ど
で
す
。
正
当
な
理
由
な
く
職
種 

や
雇
用
形
態
に
よ
る
差
別
は
禁
止
で
す
。 

 

国
の
令
和
元
年
度
補
正
予
算
「
も
の
づ

く
り
・
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
補
助
金
の
公
募
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
案
内
し
ま
す
。 

 

応
募
要
件
や
応
募
の
型
が
昨
年
度
か
ら

変
更
に
な
っ
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。 

【
概
要
】 

 

①
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
が
取

り
組
む
、
新
製
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
生

産
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
に
必
要
な
設
備
投
資

及
び
試
作
開
発
を
支
援
、
②
海
外
事
業
（
海

外
拠
点
で
の
活
動
を
含
む
）
の
拡
大
・
強
化

等
を
目
的
と
し
た
設
備
投
資
等
を
支
援
し

ま
す
。 

【
対
象
要
件
】 

認
定
支
援
機
関
の
全
面
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

を
得
た
事
業
者
で
、
次
の
要
件
、
す
べ
て
を

満
た
す
計
画
（
三
～
五
年
）
を
策
定
・
実
施

す
る
中
小
企
業
な
ら
、
誰
で
も
応
募
で
き

ま
す
。 

①
「
付
加
価
値
額
（
営
業
利
益
＋
人
件
費
＋

減
価
償
却
費
）」
年
率
三
％
及
び
「
経
常

利
益
」
年
率
一
％
の
向
上
を
達
成 

②
従
業
員
の
給
与
支
給
総
額
を
年
間
で
、

一
．
五
％
以
上
ア
ッ
プ
さ
せ
る 

③
事
業
場
以
内
最
低
賃
金
を
地
域
別
最
低

賃
金
（
新
潟
県
は
八
三
十
円
）
の
プ
ラ
ス

三
十
円
＝
八
六
十
円
以
上
に
設
定
す
る 

※
補
助
金
採
択
決
定
を
受
け
て
い
て
も
要 

件
②
、
③
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
際
、
補 

助
金
返
還
と
な
る
た
め
、
ご
注
意
下
さ
い
。 

【
補
助
額
】 

 

①
一
般
型 

 

上
限
額 

一
千
万
円 

 
 
 
 
 
 

補
助
率 

１
／
２
（
中
小
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
／
３
（
小
規
模
） 

②
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
型
（
新
） 

 
 
 
 
 
 

上
限
額 

三
千
万
円 

 
 
 
 
 
 

補
助
率 

１
／
２
（
中
小
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
／
３
（
小
規
模
） 

※
共
同
で
取
り
組
む
こ
と
で
上
限
額
が
引

き
上
が
る
事
業
も
あ
り
ま
す
。 

【
公
募
期
間
】 

 

平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
の
時
と
異
な 

り
、
令
和
元
年
度
補
正
予
算
分
か
ら
通
年 

（
年
に
三
～
四
回
）
募
集
す
る
予
定
で
す
。 

 

詳
細
は
今
後
わ
か
り
次
第
、
随
時
情
報 

を
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
第
一
回
の 

募
集
は
三
月
上
旬
～
中
旬
を
予
定
さ
れ
て 

い
ま
す
。
募
集
開
始
か
ら
締
め
切
り
ま
で 

例
年
、
期
間
が
大
変
短
い
た
め
、
応
募
を
検 

討
さ
れ
て
い
る
事
業
所
は
早
め
の
ご
準
備 

を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
そ
の
他
】 

申
請
書
等
は
、
現
在
ま
だ
用
意
が
あ
り

ま
せ
ん
が
、
新
潟
県
中
小
企
業
団
体
中
央

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
る
予
定

で
す
。（http://www.chuokai- 

niigata.or.jp/

） 

詳
し
く
は
商
工
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機

構
・
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部
（
中

退
共
）
が
運
営
し
て
い
る
中
退
共
制
度
は
、

昭
和
三
十
四
年
に
中
小
企
業
退
職
金
共
済

法
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
た
中
小
企
業
の
た

め
の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。 

 

中
退
共
制
度
を
ご
利
用
に
な
れ
ば
、
安

全
・
確
実
・
有
利
で
、
し
か
も
管
理
が
簡
単

な
退
職
金
制
度
が
手
軽
に
作
れ
ま
す
。 

毎
月
の
掛
金
は
口
座
振
替
で
納
付
で
き
、

加
入
後
の
面
倒
な
手
続
き
や
事
務
処
理
も

な
く
従
業
員
ご
と
の
納
付
状
況
、
退
職
金

額
を
事
業
主
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

退
職
金
の
管
理
が
簡
単
で
す
。
従
業
員
の

退
職
金
積
み
立
て
に
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ

さ
い
。 

 週時間外労働時間 

原 則 月 45時間 年 360時間  

臨 時 
月 100時間

未満 
年 720時間 

複数月平均 

80時間以内 

※この日数は休日労働を含みます。 

※この上限を超えての労働は禁止となります。 

※「臨時」とは特別な事情がある場合のことであり、

その場合も上記が限度となります。 

も
の
づ
く
り
補
助
金
の 

公
募
開
始
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す 

中
小
企
業
の
た
め
の 

 
 

退
職
金
共
済
制
度
を 

ご
存
知
で
す
か 

 


